
           

ご回覧下さい。 

海邦総研ビジネスセミナー 

～ 労働契約法（新法）＆改正パート労働法の対応は万全ですか？ ～ 

非正規社員(パート・契約社員等)をめぐる法律と実務 
 

平成 20 年 6 月 25 日（水） 午後 1 時３0 分～午後 5 時（開場 午後 1 時） 
 

株式会社 海邦総研 研修室 【沖縄海邦銀行 松尾支店 ３階】 
〒900-0015 那覇市久茂地三丁目２９番６２号 
 
弁護士  田島 啓己  氏  

 
 
 
 
 
 

現在、非正規社員（パートタイマー、契約社員等）の雇用が増加し、正社員のみでは企業運営が成り立たなくなっ

ています。今年 4月に施行された「改正パート労働法」では、「職務内容が同じ」、「人材活用の仕組みや運用等が

同じ」、「契約期間が無制限」の 3 つの条件を満たすパートタイマーは正社員と同様とみなされ、賃金・教育訓練・

福利厚生等すべての待遇を差別的に取り扱うことが禁止されました。また、パートタイマーの「正社員へ転換推進措

置の義務化」も盛り込まれています。そのため、各企業では、正社員とパートタイマーの「位置付け」や「人材活用」

などを再考し、両者に配慮した人事労務対策が求められています。 

本セミナーでは、今年 3月に施行された「労働契約法」が企業に与える影響と、「パート労働法」への具体的対

応を中心に、非正規社員をめぐる法的実務について、専門家の田島弁護士がわかりやすく解説いたします。 

◆本セミナーでは、このような問題がわかります！ 
  □ 雇用しているすべてのパートタイマーを正社員にしなければいけないのか 
  □ 差別的扱いをしてはならない「パートタイマー」とは？ 
  □ 今までのように、「2ヶ月」や「3ヶ月」など短期の契約期間を定めてはいけないのか 
 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（お断り）プログラムの内容は、事情により変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください 

 

 

 

 

 

 

講 師 

日 時 

セミナーのねらい 

セミナープログラム 
② 出向命令権・懲戒権・解雇権の濫用とは 

③ 有期労働契約に関する問題点 

４．改正パート労働法の内容と実務への影響 

① 通常の労働者と同視すべきパートタイマーとは 

・「職務内容」、「人材活用の仕組みや運用」、 

「契約期間」の３つの判断 

② 賃金・退職金等の待遇について差別禁止 

③ 文書交付を求められる労働条件 

④ 正社員転換を推進するための措置 

⑤ パート労働法違反への対応は 

・罰則、パートタイマーからの民事訴訟 

⑥ フルタイムパート等への影響は 
 

場 所 

お申込みの方法、会場へのアクセスについては裏面をご覧下さい。 

 あなたの未来をぐ～っとサポート！ 

１. 最近の法改正と労働行政の動き 

① 多様化する雇用形態への対応 

・労働契約法の制定、パート労働法の改正 

② 労働時間短縮への取組み 

２．非正規社員の雇用形態と特徴（問題点） 

① 直接契約雇用型（正社員、契約社員、パート等） 

② 外部労働力利用型（派遣、業務処理請負等） 

３．労働契約法が企業に与える影響 

（非正規社員を中心に） 

① 労働契約を変えるには（労働条件の変更） 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊ 申込先 FAX 098-869-7800 送付状は不要です。そのまま、ご送信ください。 ＊＊＊ 

 

セミナー受講申込書                                   お申込日 200８年  月  日 

平成 20年 6月 25日（水） 午後 1：30～5：00 
～労働契約法（新法）＆改正パート労働法の対応は万全ですか～ 

非正規社員（パート・契約社員等）をめぐる法律と実務 

海邦ビジネス倶楽部会員 
※○印で囲んでください 

（ 会 員  ・  非会員 ） 

海邦銀行お取引店 

【取引店名：       支店】 

会社名 ※正式名称をご記入下さい 

 

  代表者名 

業 種 主要取扱品 従業員数 

  
 

 

名 

会社所在地 （    －    ） ご連絡担当者 

お名前  

部署・役職名 
 

TEL： FAX： e-mail： 

受講者名 所属部署名 役職名 
フリガナ   

フリガナ   

フリガナ   

※個人情報の取扱いについて：ご記入頂きました個人情報につきましては、当社サービスの案内やセミナー開催に関する情報を提供する以外の目
的では利用いたしません。また、登録情報は厳重に管理し、第三者に開示することは一切ございません。 

 
【お申込み方法】 下記セミナー受講申込書をご記入のうえ

ＦＡＸにてお申込みください。後日、受講票
票と請求書をお送りします。 

【 受 講 料 】 １名さまにつき、会員： 9,450円  
非会員： 12,600円 （消費税込み） 

※ 主催者、講師の諸般の都合により開催中止の場合もご
ざいます。 

【お問い合わせ】 株式会社海邦総研 人材開発部 
担当：安田・喜納 
TEL：098-869-8732、8728 
http：//www.kaiho-ri.jp/ 
申込書はホームページからも印刷が可能です。 

お申込み方法・受講料など 会場案内図 

ご協力のお願い ご来場の際は、お近くの有料駐車場をご利用頂くか、バス、タクシー、 

モノレール等をご利用ください。 
 

 
講師紹介 

弁護士  田島 啓己  (たじまひろき) 氏 
 

昭和 50年生まれ、埼玉県出身 

平成 13年 10月沖縄弁護士会登録、同年 11月から、ゆあ法律事務所にて業務 
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